
令和２年１月31日から同年４月１日までに公布された規則の一覧

番号 規則名 あらまし 公布日 施行日 担当課

1
島田市職員の勤務時間、休暇等に関する条
例施行規則の一部を改正する規則

人事院規則15-14（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部
を改正する人事院規則が公布されたことを受け、その内容を
踏まえ、時間外勤務の上限時間等について定めました。

R2.1.31 R2.4.1 人事課

2
島田市立看護専門学校学則の一部を改正す
る規則

学校教育法の規定に基づく学校関係者評価を実施することに
伴い、必要な改正を行いました。

R2.1.31 公布の日 教務課

3
島田市職員の営利企業等の従事制限に関す
る許可の基準を定める規則の一部を改正す
る規則

地方公務員法の一部改正に伴い、題名の変更、用語の整理
等、必要な改正を行いました。

R2.2.14 公布の日 人事課

4
島田市議会の議員その他非常勤の職員の公
務災害補償等に関する条例施行規則の一部
を改正する規則

地方公務員災害補償法施行規則の一部改正に伴い、公務上の
災害に当たる公務に起因する疾病を追加する改正を行いまし
た。

R2.2.14 公布の日 人事課

5
島田市会計年度任用職員の給与及び費用弁
償に関する条例施行規則の一部を改正する
規則

会計年度任用職員の期末手当の算定方法について明確にする
ため、必要な改正を行いました。

R2.2.14 公布の日 人事課

6 島田市職員の臨時的任用に関する規則
地方公務員法の一部改正に伴い、職員の臨時的任用に関し必
要な事項を定めました。

R2.2.14 R2.4.1 人事課

7 島田市行政組織規則の一部を改正する規則
市長事務部局の内部組織の再編成に伴い、組織の名称、事務
分掌等必要な改正を行いました。

R2.3.13 R2.4.1 行政総務課
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8
島田市個人情報保護条例施行規則の一部を
改正する規則

様式において引用する条例の条項の整理を行いました。 R2.3.13 公布の日 行政総務課

9
島田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇
等に関する規則の一部を改正する規則

会計年度任用職員の特別休暇等について、人事院規則15-15
（非常勤職員の勤務時間及び休暇）が改正されたこと等を鑑
み、必要な改正を行いました。

R2.3.13 公布の日 人事課

10
島田市農村環境改善センター条例施行規則
の一部を改正する規則

農村環境改善センターにおける使用の許可の申込みの受付期
間の期限を原則として使用しようとする日の２日前までにす
るとともに、減免について公共団体が使用する場合等におけ
る例外規定を定めることとしました。

R2.3.26 R2.4.1 社会教育課

11
島田市ふれあいセンター条例施行規則の一
部を改正する規則

ふれあいセンターにおける使用の許可の申込みの受付期間の
期限を原則として使用しようとする日の２日前までにすると
ともに、減免について公共団体が使用する場合等における例
外規定を定めることとしました。

R2.3.26 R2.4.1 社会教育課

12
島田市川根地区センター条例施行規則の一
部を改正する規則

川根地区センターにおける使用の許可の申込みの受付期間の
期限を原則として使用しようとする日の２日前までにすると
ともに、減免について公共団体が使用する場合等における例
外規定を定めることとしました。

R2.3.26 R2.4.1 社会教育課

13
島田市税条例施行規則の一部を改正する規
則

令和２年５月１日から開始する市税等のスマートフォンによ
る納付に対応するため、様式の文言の変更を行いました。そ
の他、窓口で発行している様式の追加や軽微な字句の修正を
行いました。

R2.3.30 公布の日
課税課
納税課

14
地方公営企業法第39条第２項の規定に基づ
き市長が定める職に関する規則の一部を改
正する等の規則

令和２年４月１日から公共下水道事業に地方公営企業法の規
定の全部を適用するため、同法第39条第２項の規定に基づき
市長が定める職に公共下水道事業の課長及び課長補佐を加え
る改正を行うほか、不要となる規則を廃止しました。

R2.3.30 R2.4.1 下水道課
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15
島田市コンビニエンスストア等における汚
水処理場使用料等収納事務の委託に関する
規則の一部を改正する規則

令和２年４月１日から公共下水道事業に地方公営企業法の規
定の全部を適用することとしたこと等に伴い、収納代行事業
者にコンビニエンスストア等における収納を委託するものか
ら下水道使用料等を除く改正を行いました。

R2.3.30 R2.4.1
下水道課
水道課

16
島田市会計年度任用職員の給与及び費用弁
償に関する条例施行規則の一部を改正する
規則

技能労務会計年度任用職員給料表について、一般職の国家公
務員の給与改定に準じた改正を行いました。

R2.3.30 公布の日 人事課

17
島田市家庭的保育事業等の設備及び運営に
関する基準を定める規則の一部を改正する
規則

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正等
に伴い、連携する施設の確保に関する経過措置を延長する等
の改正を行いました。

R2.3.30 公布の日 保育支援課

18
島田市特定教育・保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準を定める規則
の一部を改正する規則

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど
も・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴
い、食事の提供に要する費用の取扱いの変更等の改正を行い
ました。

R2.3.30 公布の日 保育支援課

19
市長の権限に属する事務の委任及び補助執
行に関する規則の一部を改正する規則

島田市文化プログラム支援事業費補助金交付要綱が廃止され
たことに伴い、補助執行させる事務から補助金の審査委員会
に関する規定を削除しました。また、田代の郷多目的スポー
ツ・レクリエーション広場の設置に伴い、その管理を教育委
員会の事務を補助する職員に補助執行させることとしまし
た。

R2.3.30 R2.4.1
建設課
社会教育課

20
島田市普通公園条例施行規則の一部を改正
する規則

田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場の管理を開
園時間と休園日を定めて行うこととするため、必要な改正を
行いました。

R2.3.30 R2.4.1 建設課

21 島田市財務規則の一部を改正する規則

令和２年５月１日から開始する市税等のスマートフォンによ
る納付への対応、建設業関連業務委託における低入札価格調
査制度の導入及び民法の一部改正に伴い、用語の整理等必要
な改正を行いました。

R2.3.30
公布の日

及び
R2.4.1

納税課
契約検査課
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22
母子保健法に基づく養育医療の給付等に関
する規則の一部を改正する規則

未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱の一部改正に伴った
徴収基準額の算定方法を変更するための改正等を行いまし
た。

R2.3.30 R2.4.1
子育て応援
課

23
島田市保育料徴収規則の一部を改正する規
則

施設内で調理する方法によらない場合の保育料の算定に係る
規定を削除しました。

R2.3.30 R2.4.1 保育支援課

24
住宅用家屋証明事務施行細則の一部を改正
する規則

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改
正に伴い、この法律を引用している条文について必要な整理
を行いました。

R2.3.30 R2.4.1 課税課

25 島田市公印規則の一部を改正する規則
川根地区に存するスポーツ施設の通知書等及び番生寺会館使
用許可書に使用するための専用の市長印を新たに定めまし
た。

R2.3.30 R2.4.1
福祉課
行政総務課

26

島田市行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律に基
づく個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例施行規則を廃止する規則

島田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情
報の提供に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴い、
この規則を廃止することとしました。

R2.3.30 R2.4.1
子育て応援
課

27
島田市営住宅管理条例施行規則の一部を改
正する規則

民法の一部改正に伴い、様式に連帯保証人の極度額の欄を設
ける等の改正を行いました。

R2.3.30 R2.4.1 建築住宅課

28
島田市営住宅入居者選考委員会規則を廃止
する規則

市営住宅の建替え及び新設の予定がないことなどから、委員
会が開催される見込みがないため規則の廃止を行いました。

R2.3.30 R2.4.1 建築住宅課
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29
島田市子育て世代型住宅条例施行規則の一
部を改正する規則

民法の一部改正に伴い、様式に連帯保証人の極度額の欄を設
ける等の改正を行いました。

R2.3.30 R2.4.1 建築住宅課

30
島田市子育て世代型住宅入居者選考委員会
規則を廃止する規則

子育て世代型住宅の建替え及び新設の予定がないことなどか
ら、委員会が開催される見込みがないため規則の廃止を行い
ました。

R2.3.30 R2.4.1 建築住宅課

31
島田市小集落改良住宅管理条例施行規則の
一部を改正する規則

民法の一部改正に伴い、様式に連帯保証人の極度額の欄を設
ける改正を行いました。

R2.3.30 R2.4.1 福祉課

32
子ども・子育て支援法施行細則の一部を改
正する規則

子ども・子育て支援法等の一部が改正されたことに伴い、子
育てのための施設等利用給付に係る様式を追加する等の改正
を行いました。

R2.3.31 R2.4.1 保育支援課

33
島田市住宅団地汚水処理場条例施行規則の
一部を改正する規則

島田市水道事業会計規程の廃止及び島田市上下水道事業会計
規程の制定に伴い、引用する規程名を修正するほか、必要な
改正を行いました。

R2.4.1 公布の日 下水道課


